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■「いきいき体育祭」いきいきとした皆さんの笑顔が印象的でした。（関連P16）



７月29日（日）は
 「参議院議員通常選挙」です
７月29日（日）は
 「参議院議員通常選挙」です

任期満了に伴う参議院議員通常選挙は、７月12日に公示され、７月29日（日）に
投票が行われます。

投 票 日　　７月29日（日）
投票時間　　午前７時～午後８時
投票場所　　投票所入場券に記載されている投票所
　　　　　　　　（左記の投票区マップをご参照下さい）
　　　　　　　　※投票所に投票所入場券を持参して下さい。
　　　　　　　　問合せ／大洗町選挙管理委員会☎267-5111（内線233）

ま
た
は
郵
便
で
投
票
用
紙
な
ど
必
要

な
書
類
を
請
求
し
て
下
さ
い
。
ま

た
、
ど
こ
で
投
票
し
た
い
か
お
伝
え

下
さ
い
。

【
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手

帳
、
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
を
お

持
ち
の
方
で
投
票
日
に
投
票
へ
行
く

こ
と
も
期
日
前
投
票
も
で
き
な
い
】

（
注
）次
の
条
件
に
該
当
す
る
方

•
両
下
肢
、
体
幹
ま
た
は
移
動
機
能

の
障
害
の
程
度
が
１
級
ま
た
は
２

級
の
方
、
特
別
項
症
か
ら
第
２
項

症
の
方

•
心
臓
、
腎
臓
、
呼
吸
器
等
（
内

臓
）
障
害
の
程
度
が
１
級
ま
た
は

３
級
の
方
、
特
別
項
症
か
ら
第
３

項
症
の
方

•
免
疫
の
障
害
が
１
級
か
ら
３
級
の

方
•
要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
５
の

方
○
郵
便
等
投
票
を
ご
利
用
下
さ
い
。

　

大
洗
町
選
挙
管
理
委
員
会
に
投
票

用
紙
な
ど
必
要
な
書
類
を
投
票
日
の

４
日
前
ま
で
に
請
求
し
て
下
さ
い
。

（
事
前
に
郵
便
等
投
票
証
明
書
の
交

付
な
ど
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。）

　

自
宅
な
ど
自
分
の
い
る
場
所
で
投

票
用
紙
に
記
載
し
、
大
洗
町
選
挙
管

理
委
員
会
へ
郵
送
し
て
下
さ
い
。

【
仕
事
や
旅
行
な
ど
】

○
期
日
前
投
票
を
ご
利
用
下
さ
い
。

　

投
票
日
前
で
あ
っ
て
も
、
投
票
日

と
同
様
に
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

投
票
期
間　

７
月
13
日（
金
）〜

　
　
　
　
　
　
　
　
　

28
日（
土
）

　

投
票
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

午
後
８
時

　

投
票
場
所　

大
洗
町
役
場
１
階

　
　
　
　
　
　

ロ
ビ
ー

※

投
票
所
入
場
券
を
持
参
し
て
下
さ

い
。

【
病
院
に
入
院
し
て
い
た
り
施
設
に

入
所
し
て
い
る
】

○
不
在
者
投
票
を
ご
利
用
下
さ
い
。

　

茨
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定

し
て
い
る
病
院
や
施
設
で
あ
れ
ば
、

そ
こ
で
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、
病
院
や
施
設
の
方
に
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。

【
選
挙
期
間
中
に
大
洗
町
以
外
の
市

区
町
村
に
滞
在
し
て
い
る
】

○
不
在
者
投
票
を
ご
利
用
下
さ
い
。

　

滞
在
先
の
市
区
町
村
の
選
挙
管
理

委
員
会
で
投
票
が
で
き
ま
す
。

　

大
洗
町
選
挙
管
理
委
員
会
に
直
接

（
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
方
）

•
満
20
歳
以
上
（
昭
和
62
年
７
月
30

日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）
の
日
本
国

民
で
、
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
引
き

続
き
３
ヶ
月
以
上
（
平
成
19
年
４
月

11
日
以
前
か
ら
）
登
録
さ
れ
て
い
る

方•
公
職
選
挙
法
に
定
め
ら
れ
た
欠
格

事
項
に
該
当
し
な
い
方

　

投
票
は
茨
城
県
選
挙
区
選
出
議
員

選
挙
（
薄
い
黄
色
の
投
票
用
紙
）、

比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
（
白
色
の

投
票
用
紙
）
の
順
に
行
い
ま
す
。

　

茨
城
県
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙

は
、
候
補
者
の
氏
名
を
記
載
し
、
投

票
し
て
下
さ
い
。

　

比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
は
、
候

補
者
の
氏
名
又
は
政
党
等
の
名
称

（
略
称
も
可
）
を
記
載
し
、
投
票
し

て
下
さ
い
。

※

目
の
不
自
由
な
方
は
点
字
で
投
票

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
希
望
す
る

方
は
投
票
所
の
係
員
に
申
し
出
て
下

さ
い
。

※

手
の
け
が
な
ど
で
投
票
用
紙
に
記

載
で
き
な
い
方
の
た
め
に
、
投
票
所

係
員
に
よ
る
代
理
投
票
が
認
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
希
望
す
る
方
は
投
票
所

の
係
員
に
申
し
出
て
下
さ
い
。

【
投
票
の
で
き
る
方
】

【
投
票
の
し
か
た
】

投
票
日
に
投
票
所
に

行
け
な
い
場
合
に
は
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▲ひたちなか

●公園

消防本部

第２分団
役場入口
電

水戸▲水戸▲

▲神山

●第９分団

▲大洗港

●町営
前原住宅

第１１投票区 松川農村集落センター
※前回投票率54.40％

ひぬま苑・干拓・松川報国・松川第一・松川中
部・松川共励・松川第二・大谷川・成田

松
川
農
村

集
落
セ
ン
タ
ー

第１０投票区 大洗町農業会館
※前回投票率45.36％

神山・川口・荒谷・浜欠・古宿・上宿・中宿・
下宿・矢場・ゆーもあ村

大洗町
農業会館

第９投票区 角一集会所
※前回投票率52.13％

北清水・富士見台・南清水・東北大寮・原研独身
寮・角一・前原・原研住宅・原子力機構夏海寮

第８投票区 大貫集会所
※前回投票率52.69％

桜道４・舟渡・蔵前・上宿・中宿

大貫集会所

第７投票区 寺釜堀川集会所
※前回投票率58.19％

寺釜

寺釜堀川
集会所

第６投票区 寿集会所
※前回投票率52.51％

髭釜町・桜道1～3、5、6

第５投票区 永町会館
※前回投票率55.61％

永町1～13

永町会館

第４投票区 堀割集会所
※前回投票50.08％

新町5-3・五反田・永町14～16-3・
桜道7、8

堀割
集会所

第３投票区 町営松ヶ丘住宅集会所
※前回投票率54.89％

新町6-1，6-2，10・松ヶ丘・二葉・祝町

町営松ヶ丘
住宅集会所

第２投票区 大洗町商工会館
※前回投票率49.07％

二丁目・仲町・金沢町・通町・港中央・
新町1－1～5－2、7－1～9－2、11、12

第１投票区 東光台集会所
※前回投票率49.96％

明神町・東光台・汐見ヶ丘・一丁目

東光台
集会所

投
票
区
マ
ッ
プ

投
票
区
マ
ッ
プ

投
票
区
マ
ッ
プ

投
票
区
マ
ッ
プ

水戸▶◀鹿嶋

●大洗文化センター

大洗町
商工会館

●

●

役場

水戸▲

●公園

海
岸
▶

大洗港▼

護国寺幕末と明治の
博物館

東光台陸橋

２

２

108

電

電

展

電

松ヶ丘

公園墓地入口大洗市街▼

●公園
2

電

2

大
洗
駅
◀

大
洗
港
▶

大
洗
駅

大
洗
駅
入
口

涸沼川

「大洗駅入口」信号
秩 秩

電平戸橋

ひたちなか▶◀大貫

●第３分団

電

電 電
常銀前 永町

磯浜新道

●銀行

水戸▲

▲大洗駅

●マリンタワー

寿集会所

電 ●銀行大貫

●
ゆっくら健康館

水戸▶◀鹿嶋

▶
大
洗
港

●ＧＳ

電

電

２

大貫中坪

大貫
上宿

１０６
殿大貫局

← 一方通行◀大貫小

▼涸沼駅

●
ＧＳ

電

電

106

●

大
洗
駅

◀
茨
城
町

大貫小学校

大貫小学校入口

●

大
貫
中
坪
第
５
分
団

電

電

２

大貫集落
センター

●

南中学校

角一集会所水戸 ▲

▲水戸

●
夏海小学校

１６

１６
電

殿夏海局

夏海十字路
茨
城
町
◀

１６

涸　

沼

▼涸沼駅

▲大洗駅

●

町
総
合
運
動
公
園

町
総
合
運
動
公
園

▲
夏
海

茨
城
町
▼

私
た
ち
の
意
見
や
希
望
を

国
政
に
反
映
さ
せ
ま
し
ょ
う
！

私
た
ち
の
意
見
や
希
望
を

国
政
に
反
映
さ
せ
ま
し
ょ
う
！

　

前
回
の
参
議
院
議
員
通
常
選

挙
に
お
け
る
茨
城
県
平
均
の
投

票
率
は
全
国
最
下
位
と
な
っ
て

お
り
、
大
洗
町
も
全
国
平
均
の

投
票
率
を
下
回
っ
て
い
ま
す
。

　

選
挙
は
、
私
た
ち
が
代
表
者

を
選
び
国
政
に
参
加
す
る
最
も

重
要
で
基
本
的
な
機
会
で
す
。

棄
権
す
る
こ
と
な
く
、
必
ず
投

票
し
ま
し
ょ
う
。

前回の参議院議員通常選挙投票率
　　　　　　　　（平成16年、選挙区）

大　洗　町　　51.49％
茨城県平均　　50.07％
全 国 平 均　　56.57％

町営
墓地

▼鹿嶋

前原山

▼鹿嶋
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平成19年「原推研」総会開催
　６月１日（金）、第４回目となる「原推研」（大洗町原子力
教育推進研究委員会）総会が開催されました。
　「原推研」は平成16年に発足し、子ども達に「科学する
心」を育てることを目的として、わくわく科学館や大洗研
究開発センターと連携をしながら原子力見学会の実施や
理科実験教室など実践的な活動を行っております。
　本年度は、文部科学省の「先進的原子力教育取り組み
地域」に指定されて、より総合的な活動を展開します。

　５月30日、学習障害（LD）や注意欠陥多
動性障害（ADHD）などの発達障害児を早
期発見して適切に対応するため「特別支援
教育推進研究委員会」を発足しました。委員
長に加藤教育長、委員に町内全小中学校の
教頭、幼稚園園長、保育所所長など14名が
就任。さらに特別支援教育を専門的に調査・
検討するため「実践運営委員会」を設置し町
内の小中学校の特別支援学級の担当教論
など11名が委嘱されました。

　「原推研」は、様々な体験的事業展開を進め、大洗の
児童生徒に科学やエネルギーについての興味と原子力
について正しい理解の普及に努めてまいります。

主な事業内容

「
大
洗
町
特
別
支
援
教
育
推
進
研
究
委
員
会
」発
足

　

―
 

発
達
障
害
児
の
た
め
に
適
切
対
応 ―

•小学校就学前の子どもの保護者からの発育相
談

•三歳児健診から気になる子どもの早期発見と
対応

•小・中学校で心理検査の導入
•子どもの状況に応じた個別の支援計画と対応
の推進

「大洗町が584万人で１位」「大洗町が584万人で１位」「（昨年度比210万人増）
茨城県内観光客数4,621万人（昨年度比195万人増）
　１位／大洗町（584万人）　２位／水戸市・つくば市（373万人）　茨城県観光物産課調べ

　

茨
城
県
が
実
施
し
た
平
成
18
年
度
観
光
客
動
態
調

査
に
よ
る
と
、市
町
村
別
で
大
洗
町
、水
戸
、つ
く
ば
、ひ

た
ち
な
か
、笠
間
市
が
ベ
ス
ト
５
に
輝
き
ま
し
た
。

　

大
洗
町
は
昨
年
度
に
比
べ
２
１
０
万
人
増
の
５
８
４

万
人
で
、昨
年
の
３
位
か
ら
１
位
に
浮
上
し
ま
し
た
。例

年
の
大
洗
を
代
表
す
る
夏
祭
り
イ
ベ
ン
ト
や
あ
ん
こ
う

祭
り
な
ど
の
ほ
か
に
、昨
年
は
大
型
集
客
施
設「
リ
ゾ
ー

ト
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
」の
オ
ー
プ
ン
や
全
国
生
涯
学
習
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
の
開
催
な
ど
が
好
影
響
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
は
、21
年
度
の
開
港
を
目
指
し
て
民
間
共

用
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
茨
城
空
港（
百
里
飛
行
場
）や

３
年
後
開
通
予
定
の
北
関
東
自
動
車
道
、ひ
た
ち
な
か

地
区
の
開
発
等
々
、今
ま
で
以
上
に
大
洗
町
へ
の
観
光

客
の
増
加
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。



ホットサロン
永町の縁台

８
月
１
日
よ
り

　

海
遊
号
の
ル
ー
ト
を

　
　
　
　

変
更
い
た
し
ま
す

　

大
洗
に
訪
れ
る
観
光
客
や
町
民
の
皆
さ
ん
に
親
し
ま
れ
て
い
る

町
内
循
環
バ
ス
「
海
遊
号
」
の
利
便
性
を
向
上
す
る
た
め
、
大
洗

駅
を
起
点
に
ア
ク
ア
ワ
ー
ル
ド
大
洗
ル
ー
ト
と
大
洗
サ
ン
ビ
ー
チ

ル
ー
ト
に
変
更
い
た
し
ま
す
。

料金　①乗車1回につき
　　　　おとな　　100円
　　　　こども　　 50円
　　　②一日フリー乗車券（乗り降り自由）
　　　　おとな　　200円
　　　　こども　　100円

※
交
通
規
制
に
よ
り
一
部
運
行

　

ル
ー
ト
が
変
更
に
な
る
場
合

　

が
あ
り
ま
す

　

問
合
せ　

町
長
公
室
企
画
調
整
係

　
　
　
　

（
内
線
２
１
７
）

●アクアワールド大洗ルート

●大洗サンビーチルート

大
洗
駅

涸沼川

大洗駅

大貫

髭釜
永町

海岸病院
入口

サンビーチ
海岸

大洗
サンビーチ

わくわく
科学館・
大洗リゾート
アウトレット前

大洗マリンタワー

曲松

漁港入口

明神町

大洗磯前
神社下

新町
和銅入口

幕末と明治の
博物館入口

松ヶ丘

祝町

アクア
ワールド・
大洗

大洗港

魚市場前（日曜日のみ運行）

観光情報
センター前

ゆっくら
健康館前

大洗フェリー
ターミナル

エコス前

大貫上宿

9:33
9:36
9:37
9:39
9:42
9:43
9:45
9:49
9:51
9:52
9:53
9:55
9:55
9:56
9:57
9:58
10:01

10:38
10:41
10:42
10:44
10:47
10:48
10:50
10:54
10:56
10:57
10:58
11:00
11:00
11:01
11:02
11:03
11:06

11:44
11:47
11:48
11:50
11:53
11:54
11:56
12:00
12:02
12:03
12:04
12:06
12:06
12:07
12:08
12:09
12:12

13:12
13:15
13:16
13:18
13:21
13:22
13:24
13:28
13:30
13:31
13:32
13:34
13:34
13:35
13:36
13:37
13:40

14:21
14:24
14:25
14:27
14:30
14:31
14:33
14:37
14:39
14:40
14:41
14:43
14:43
14:44
14:45
14:46
14:49

15:29
15:32
15:33
15:35
15:38
15:39
15:41
15:45
15:47
15:48
15:49
15:51
15:51
15:52
15:53
15:54
15:57

16:41
16:44
16:45
16:47
16:50
16:51
16:53
16:57
16:59
17:00
17:01
17:03
17:03
17:04
17:05
17:06
17:09

8:43
8:46
8:47
8:49
8:52
8:53
8:55
8:59
9:01
9:02
9:03
9:05
9:05
9:06
9:07
9:08
↓

３便 ５便 ６便 ７便 ８便バ　ス　停
大 洗 駅 発
新 町
和 銅 入 口
幕末と明治の博物館入口
松 ヶ 丘
祝 町
アクアワールド・大洗
観光情報センター前
大洗磯前神社下
明 神 町
漁 港 入 口
曲 松
ほっとサロン永町の縁台
永 町
髭 釜
大 貫
大 洗 駅 着

１便 ２便 ４便

10:02
10:04
10:05

－
10:06
10:07
10:09
10:12
10:13
10:14
10:18

11:11
11:13
11:14

－
11:15
11:16
11:18
11:21
11:22
11:23
11:27

12:13
12:15
12:16
12:18
12:20
12:21
12:23
12:26
12:27
12:28
12:32

13:41
13:43
13:44
13:46
13:48
13:49
13:51
13:54
13:55
13:56
14:00

14:50
14:52
14:53
14:55
14:57
14:58
15:00
15:03
15:04
15:05
15:09

15:58
16:00
16:01
16:03
16:05
16:06
16:08
16:11
16:12
16:13
16:17

17:10
17:12
17:13
17:15
17:17
17:18
17:20
17:23
17:24
17:25
17:29

↓
↓
↓
↓
↓
9:11
9:13
9:16
9:17
9:18
9:22

３便 ５便 ６便 ７便 ８便バ　ス　停
大 洗 駅 発
エ コ ス 前
ゆっくら健康館前
大洗フェリーターミナル
大洗マリンタワー
わくわく科学館・大洗リゾートアウトレット前
サ ンビ ー チ海 岸
前 原
海 岸 病 院 入 口
大 貫 上 宿
大 洗 駅 着

１便 ２便 ４便

前原

町政町政町政町政
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後期高齢者医療制度VOL.２

老人保健制度で
医療を受けている方へ

平成20年４月から
　　新しい後期高齢者医療制度が始まります！

後期高齢者医療制度６つのポイント！

①　75歳以上の方および65歳以上の一定の障害が
ある方が対象となります。

②　平成20年３月に新しい保険証（被保険者証）
が一人に一枚送付されます。

③　医療機関窓口での患者負担は、現在の老人保
健と同様に原則１割負担、現役並み所得者は３
割負担となります。

④　保険料は、原則、年金からの天引きとなりま
す。

　　茨城県後期高齢者医療の保険料は平成19年11
月頃に決定する予定です。

⑤　後期高齢者医療制度の運営は、県内全市町村
が加入する広域連合が行います。

⑥　各種申請等の窓口業務、保険料徴収業務は今
までどおり市町村が行います。

後期高齢者医療制度のしくみ

後期高齢者 医療機関

市町村 広域連合

被保険者証の提示
医療費の一部負担

診療

情報提供

被保険者証の交付

保険料納付被保険者証
の交付

医療費支払
医療費
請求

　後期高齢者の医療にかかる費用のうち、みなさんが医療機関
窓口で支払う患者負担を除いた分を、公費（国、県、市町村）
が５割を負担、現役世代からの支援分（若年者の保険料）が４
割を負担し、残りの１割を後期高齢者のみなさんから保険料と
して納めていただきます。
　茨城県後期高齢者医療広域連合
　〒311-4141
　茨城県水戸市赤塚1丁目１番地ミオス１階
　☎309-1212　Fax 029-309-1126
　詳しくはホームページをご覧ください。
　http://www.ibaraki-kouikirengo.ecnet.jp/
　問合せ　国保・年金課　国保・年金係
　　　　　（内線157）

高
齢
者
へ
の

福
祉
サ
ー
ビ
ス

　

大
洗
町
で
は
介
護
保
険
の
対
象

外
で
も
様
々
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
、
高
齢
者
の
生
活
支
援
の
た
め

に
行
っ
て
お
り
ま
す
。
詳
し
い
内

容
に
つ
い
て
は
担
当
へ
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

徘
徊
高
齢
者
家
族
支
援

サ
ー
ビ
ス
事
業

　

概
ね
65
歳
以
上
で
認
知
症
に
よ
る

徘
徊
の
あ
る
高
齢
者
の
家
族
に
、
徘

徊
高
齢
者
の
行
方
が
わ
か
ら
な
く

な
っ
た
時
に
、
探
知
機
に
よ
り
所
在

地
を
探
索
し
お
知
ら
せ
い
た
し
ま

す
。

利
用
で
き
る
方　

概
ね
65
歳
以
上
の

徘
徊
の
見
ら
れ
る
高
齢
者
を
介
護
し

て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
徘
徊
高
齢
者

を
保
護
す
る
こ
と
の
で
き
る
者

利
用
負
担
額

　

基
本
料
金（
５
０
０
円
／
月
）

　

情
報
提
供
料
（
電
話
３
０
０
円
／

１
回
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト　

１
０
０

円
／
１
回　

月
２
回
ま
で
は
無
料
）

申
込
先　

大
洗
町
役
場
福
祉
課
社
会

福
祉
係
（
☎
２
６
７-

５
１
１
１
内

線
１
５
２
）

愛
の
定
期
便
事
業

　

ひ
と
り
暮
ら
し
の
概
ね
65
歳
以
上

の
高
齢
者
で
、
安
否
確
認
や
孤
独
の

解
消
の
為
に
、
牛
乳
の
配
達
を
お
こ

な
い
ま
す
。

対
象
者　

概
ね
65
歳
以
上
の
ひ
と
り

暮
ら
し
の
方

利
用
負
担
額　

無
料

申
込
先　

大
洗
町
役
場
福
祉
課
社
会

福
祉
係
（
☎
２
６
７-

５
１
１
１
内

線
１
５
２
）

生
活
管
理
指
導

短
期
宿
泊
事
業

　

基
本
的
生
活
習
慣
が
欠
如
し
て

い
る
概
ね
65
歳
以
上
の
高
齢
者
等

が
、
短
期
間
の
養
護
老
人
ホ
ー
ム

等
へ
宿
泊
し
、
生
活
習
慣
の
改

善
・
体
調
の
調
整
を
行
う
。

利
用
で
き
る
方　

介
護
保
険
の
要

介
護
認
定
に
お
い
て
対
象
外
と
な

る
方

利
用
で
き
る
期
間　

７
日
間

利
用
負
担
額　

利
用
料
金
の
１
割

申
込
先　

大
洗
町
役
場
福
祉
課
社

会
福
祉
係
（
☎
２
６
７-

５
１
１
１

内
線
１
５
２
）
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　町では県の補助をうけて、妊産婦、乳幼児、ひとり親家
庭（母子・父子家庭）、重度心身障害者等の皆さんの医療
費の負担を軽くして、安心して医療が受けられるよう医療
費の一部を助成する制度（マル福制度）を行っています。
　対象となる方で手続きがまだ済んでいない方は、申請の
手続きをしてください。

問合せ　国保・年金課　（内線158）

ご存知ですか？

マル福制度マル福制度マル福制度

妊産婦
健康保険に加入している妊産婦で、本
人及び配偶者の所得がそれぞれ基準額
未満の方
・　所得基準額　401万円
　（扶養１人につき
　　　　　30万円加算）

妊娠届出日（母子健
康手帳交付日）の月
の初日
　
出産（流産を含む）
した月の翌月末日

医療機関などで医療保
険負担金を支払い、後
日、町から還付されま
す。（高額療養費分を
除く）
高額療養費に該当する
方は、加入している医
療保険者から高額療養
費が支給されますの
で、各医療保険者にお
問い合わせください。）

母子手帳
妊産婦本人の健康
保険証
印鑑
妊産婦名義の普通
預金通帳など（郵
便局は除く）

乳幼児
健康保険に加入している未就学児で、
保護者の所得がそれぞれ基準額未満の
方
・　所得基準額　401万円
（扶養1人につき30万円加算）

出生日
　
小学校入学前の３月
末日
（毎年誕生日月に保
護者の所得が基準内
であるかどうかの見
直しをします。）

医療機関等で自己負担
を支払い、後日、町か
ら還付されます。
※入院時食事代の返還
は窓口にて申請してく
ださい。

乳幼児本人の健康
保険証
印鑑
保護者名義の普通
預金通帳など（郵
便局は除く）

ひとり親家庭（母子・父子家庭）
健康保険の加入している母子・父子家
庭の子（18歳未満の児童、20歳未満
の障害児及び高校在学者）と母親また
は父親で、所得が基準額未満の方
・　所得基準額　309万６千円
（扶養１人につき38万円加算）

申請した月の初日
　
更新日（７月１日）
の前日
（毎年６月末で所得
の見直しをします。）

医療機関で自己負担の
みを支払います。

対象となる方の健
康保険証
印鑑
戸籍謄本または母
子・父子家庭の事
実が確認できる証
明書児童扶養手当
を受給している方
はその証書

重度心身障害者
健康保険に加入していて次に該当する
方
・　身体障害者手帳１級、２級の方
・　３級に該当しその障害名が心臓、
腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小
腸、またヒト免疫不全ウィルスの機
能障害とされる方
・　療育手帳の交付を〔A〕判定の方
・　障害福祉年金または障害福祉１級
に該当する方
・　所得制限額　１千万円

申請した月の初日
　
更新日（７月１日）
の前日
（毎年６月末で所得
の見直しをします。）

県内の医療機関では、
自己負担はありませ
ん。（入院時の食事
代、生活療養費は除
く）

対象となる方の健
康保険証
印鑑
身体障害者手帳
療育手帳
（障害福祉年金ま
たは障害年金の証
書）

～
～

～
～

※転入などで大洗町以外に所得の申告をしている方は、１月１日現在で住所があった市町村発行の課税証明書（所得や扶養人数が記載
　されているもの）が必要です。

支給方法 手続きに必要なもの利用できる期間対象者・所得基準額

（7）　広報おおあらい　2007.7.3



2007.7.3　広報おおあらい　（8）

支給の対象となる児童
①父母が婚姻を解消した児童
②父が死亡した児童
③父が一定の障害の状態にある児童
④父の生死が不明である児童
⑤父が継続して１年以上遺棄している児童
⑥父が継続して１年以上刑務所等に拘禁されている児
　童
⑦母が婚姻によらないで生まれた児童
⑧母が子を懐胎した当時の事情が不明である児童
※事例により手当が支給されない場合があります

児　童　手　当称

的

制限

受け　
れる人

（月額）

ける
手続き

児童扶養手当
　児童を養育している方に対し、家庭での生活の安
定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健
全な育成および資質の向上に資することを目的とし
て支給します。

支給の対象となる方

３歳未満の児童を養育している方
　　　　　　　　　　（児童手当・特例給付）

３歳以上12歳以下（12歳の誕生日から最初の３月31
日までにある者）の児童を養育している方（修了前
特例給付）

　出生や転入により新たに受給資格が生じた場合、
市町村の窓口（公務員は勤務先）に｢認定請求書｣の
提出が必要です。
〔必要書類〕
①年金加入証明書または保険証の写（請求者がサラ
　リーマンである場合）
②児童手当用所得証明書（当該市町村にその年の１
　月１日に住所のない方）
③請求者本人名義の金融機関の口座番号
※この他、必要に応じて提出する書類がありますの
　で、提出先で確認してください。

　父母の離婚などにより、父親と生計をともにしてい
ない児童の母親、あるいは母に代わりその児童を養育
している方に対し、児童の健やかな成長を願い支給し
ます。

　住所地の市町村へ認定請求書の提出が必要になりま
す。この手当は県の各福祉事務所で県知事の認定をう
けることにより支給されます。
　手当を受ける方の支給要件により添付する書類が異
なりますので、市町村の提出先で確認してください。

※ご注意を!!
　受給資格がなくなった方は、必ず資格喪失届を提出
してください。届出をしないまま手当を受けた場合、
その期間の手当を全額返還していただくことになりま
すので、御注意ください。

平成19年４月１日から３才未満の児童手当が拡充さ
れました。
３才未満の児童　一律　　　　  10,000円（月額）
３才以上の児童　第１子　　　 　5,000円（月額）
　　　　　　　　第２子　　　 　5,000円（月額）
　　　　　　　　第３子以降　　10,000円（月額）

対象児童数
　１人
　２人
　３人
　４人以上１人につき　3,000円ずつ加算
　（平成18年４月分以降の手当より適用）

全部支給
41,720円
46,720円
49,720円

一部支給

全部支給
19.0万円
57.0万円
95.0万円
133.0万円
171.0万円
209.0万円

一部支給
192.0万円
230.0万円
268.0万円
306.0万円
344.0万円
382.0万円

236.0万円
274.0万円
312.0万円
350.0万円
388.0万円
426.0万円

0人
1人
2人
3人
4人
5人

配偶者、扶養義務者、養
育者の所得制限限度額

受給資格者本人の所得制限限度額
扶養親族の数

460.0万円
498.0万円
536.0万円
574.0万円
612.0万円
650.0万円

532.0万円
570.0万円
608.0万円
646.0万円
684.0万円
722.0万円

扶養親族の数

0人
1人
2人
3人
4人
5人

国民年金 厚生年金等
受給資格者本人の所得制限限度額

年間収入額の増加に応じて手
当額を加えた総収入額がなだ
らかに増加するよう手当額を
41,710円（月額）から9,850円（月
額）まできめ細かく設定。

当
当 ・浜っ子すこやか報奨金のこと・浜っ子すこやか報奨金のこと・浜っ子すこやか報奨金のこと・浜っ子すこやか報奨金のこと

※平成18年４月分の手当より適用
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名　

目　　

所得の 

手当を 
　　ら 

支給額

手当をう 
　ための 

特別児童扶養手当
　精神や身体に障害のある20歳未満の児童を監護している
父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育して
いる方に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として
支給します。

等級　　　対象児童1人につき
　１級　　50,750円
　２級　　33,800円

　住所地の市町村へ請求書の提出が必要になります。この
手当は県知事の認定をうけることにより支給されます。
〔必要書類〕
①請求者と対象児童の戸籍謄（抄）本　（外国人の方は記
　載事項証明書）
②請求者と対象児童の含まれる世帯全員の住民票の写し
③所定の診断書（用紙は市町村に備えてあります）
④印鑑と請求者本人名義の郵便貯金通帳
※この他、必要に応じて提出する書類がありますので、提
　出先で確認してください。

459.6万円
497.6万円

38万円ずつ加算

628.7万円
653.6万円

21.3万円ずつ加算

0人
1人
2人以上
1人につき

配偶者、扶養義務者、養
育者の所得制限限度額

請求者本人の所得
制限限度額扶養親族の数

児
童
手
当
・
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手

当
・
浜
っ
子
す
こ
や
か
報
奨
金
は
受
給
資
格
が
あ

っ
て
も
請
求
し
な
い
と
手
当
て
が
受
給
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

福
祉
課
子
育
て
支
援
係
／
社
会
福
祉
係

　
　
　
　

☎
（
2
6
7
）
5
1
1
1

　
　
　
　

対象となる障害の程度
特別児童扶養手当１級
①身体障害者手帳のおおむね１級・２級程度に該当するも
　の（内部的疾患を含む）
②療育手帳の総合判定がⒶ・Ａ程度の知的障害または同程
　度の精神障害のもの
特別児童扶養手当２級
①身体障害手帳のおおむね３級程度に該当するもの（内部
　的疾患を含む）
②療育手帳の総合判定がＢ程度の知的障害または同程度の
　精神障害のもの
※ただし、児童が障害による公的年金を受けられる場合や、児童が児童福祉
施設（保育所・通園施設等を除く）に入所している場合は受給できません。

　大洗町では、少子化による児童数の減少に
伴い出生を奨励し、また、家庭環境の変化に
よる父子家庭等の児童の育成に資することを
目的に報奨金を下記により支給します。
①　就学前の児童を養育している父子家庭等
（年度ごとに支給）

　　4月1日に住民登録がある方
　　第1子　　　50,000円の商品券
　　第2子以降　25,000円の商品券
②　平成13年4月2日以降に出生した第3子
目以上の児童を養育している方

　　最高100,000円（1人あたりとし、
　　小学校就学時に支給）

＊上記①、②とも大洗町に住民登録されてい
るものとする。また、転入者については
　①は月割とし、②は年割とする。
　基準日は4月1日とする。
＊2に該当する方で大洗町に戸籍がない方
は、戸籍謄本をお持ちください。

※町独自の制度です。

大洗町浜っ子すこやか報奨金の
受給手続きについて

児童手当・児童扶養手当
　　　特別児童扶養手当 ・
児童手当・児童扶養手当児童手当・児童扶養手当児童手当・児童扶養手当
　　　特別児童扶養手当 　　　特別児童扶養手当 　　　特別児童扶養手当 
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地球温暖化防止と循環型社会を構築し、
地球をより良い形で次世代へ

　

地
球
温
暖
化
の
進
行
や
廃
棄
物
の
問

題
、
河
川
・
湖
沼
の
水
質
の
汚
濁
な

ど
、
今
日
の
環
境
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ

が
物
質
的
な
豊
か
さ
や
快
適
な
生
活
を

追
求
し
、
環
境
に
負
荷
を
与
え
続
け
て

き
た
こ
と
が
原
因
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
地
球
温
暖
化
の
影
響
に
よ
る
気
候

変
動
に
よ
り
、
今
後
、
海
水
面
の
上
昇

や
水
不
足
、
感
染
症
や
災
害
の
拡
大
な

ど
、
大
変
な
事
態
を
招
く
こ
と
が
予
想

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か

ら
、
地
球
温
暖
化
問
題
に
つ
い
て
は
世

界
的
に
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
今
日
、

事
業
者
や
町
民
一
人
ひ
と
り
が
自
ら
の

日
常
生
活
と
環
境
と
の
関
わ
り
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を

見
直
し
、
地
球
温
暖
化
防
止
へ
の
自
主

的
取
り
組
み
が
大
切
で
す
。

●設備の更新などの際、省エネルギ－や高効率の機器等を導入するとともに、
熱の損失防止、排熱の回収による省エネ化を図る。
●包括的な省エネルギ－に関するサ－ビスを提供するECOS事業の導入によ
り、省エネを図る。
●製造工程の見直しを行い、生産効率の向上を図るとともに、品質管理・流通
管理の徹底などにより、原材料、エネルギ－使用量を削減する。
●製造等で使用する燃料について、より温室効果ガスの排出の少ないガスなど
の利用拡大により排出を削減する。
●太陽光発電や廃棄物発電などの新エネルギ－を導入して、生産工程で使用す
ることにより、エネルギ－使用量を削減する。

●廃棄物の減量化・リサイクルを
進める。
●使用水量の抑制や汚濁物質の排
出対策を進める。

省エネルギ－対策・新エネルギ－導入の推進 省資源の推進

工場での取り組み

大
洗
町
消
防
団
員
募
集
！！

大
洗
町
消
防
団
員
募
集
！！

第１分団
郡司　和明

　消防出初式で米川団長か
ら団員辞令交付を受け身の
引き締まる思いでした。大
洗町消防団員の一員として
町の安全安定を願い初めて
体験した消防出初式に肌で
感じた先輩団員の規律正し
い姿を見て、初心を忘れず
に頑張っていきます。

第3分団
大川　伸崇

　大洗町消防団の一員とな
り先輩からの指導を受け、
消防団の強い団結力と若い
力をフルに生かし一生懸命
頑張ります。訓練などの行
事には率先して参加し地域
住民の安心安全を願い消防
団員としての自覚を深めて
いきます。

第3分団
山根　信広

　憧れていた消防団の制
服・活動服に袖を通して消
防団員の一員となった実感
がわいてきました。又、高
橋分団長から伝統ある第３
分団の半纏を渡された時、
大洗町消防団の発展を目指
す事を強く感じました。

新
団
員
紹
介

　

大
洗
町
消
防
本
部
で
は
、
消
防
団
員
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
町
の
安
全
を
守
る
た
め
、
そ
の
若
い
力
を
消
防

団
員
と
し
て
活
か
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
詳
し
く

は
、
大
洗
町
消
防
本
部　

総
務
係　

☎
（
２
６
７
）
１
１
１
９

（
内
線
２
３
）

※

※ECOS（エコス）事業
　ECOS（エネルギー・サービス・カンパ
ニー）事業とは、ビルや工場の省エネルギー
改善に必要な「技術」「設備」「人材」「資
金」などを包括的に提供し、それまでの環境
を損なうことなく省エネルギーを実現し、そ
の効果を保証する事業です。
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